
 

監査結果公表第２１－２１号 
 
 

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知の公表について 
 
 
 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及び 
八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 
 
 
平成２２年２月３日 
 

八 尾 市 監 査 委 員  冨 永 峰 男 
同       八 百 康 子 
同       平 田 正 司 
同       井 上 依 彦 
 

 

記 
 
 
１ 措置の通知 

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知 

 平成２１年度第１回工事監査（平成２１年１２月２９日付け八土下建第４６３号） 

 
２ 問合せ先 

八尾市本町一丁目１番１号  
八尾市監査事務局 
電話番号 072－924－3896（直通） 

 
３ その他 

措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 



（別紙） 
随時監査（工事監査）の結果に対する措置の内容 
土木部 下水道建設課 
平成 20 年度恩智川東排水区第 13 工区下水道工事 
[文書指摘分] 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 2．措置予定 (1)書類調査について 

ア工事着手前における調査事項 

(ｱ)計画･設計内容について 

本工事では、外環状線道路内の府

の流域下水道管(φ2,800mm)に、

刃口推進工法により下水道管(φ

1,350mm)を接続する計画となっ

ており、接続時に府の下水道管の

断面の一部に欠損部が生じるた

め、本工事にて補強を行うことに

なっている。府の下水道管は、ｼｰ

ﾙﾄﾞ工法によるｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ（高

強度ｺﾝｸﾘｰﾄ覆工部材）にて施工さ

れているとのことであるが、現設

計通りの範囲を施工するとｾｸﾞﾒﾝ

ﾄの割付と合致しない可能性があ

るため、実際の施工時にはｾｸﾞﾒﾝﾄ

の割付に合わせた補強範囲の検

討を行うことが必要である。 

既設シールド管（二次覆工）を取壊しする時にセグメント割付を確認（平

成 22 年 1月下旬予定）のうえ、補強範囲については施設管理者（大阪府）

と協議します。 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 1．措置済み（平成 21 年 8 月 10 日） (ｲ)工事積算について   

下水道工事における推進工法の

選定については、一般に泥濃式工

法と泥水式工法との比較検討が

なされ、安価となる泥水式工法が

採用されている。近年、国土交通

省都市・地域整備局の工事歩掛

（日進量）が改定されたことで泥

水式推進工法が経済的に有利と

なっているが、施工延長、曲線半

径、管径などによっては泥濃式推

進工法を採用せざるを得ない場

合が生じてくるので、このような

工法選定となる場合の条件整理

をしておくこと。 

工法選定については、従前から、管径・土質条件・経済性等の比較検討

をしておりますが、今後においても、諸条件を十分考慮に入れ工法選定

していきます。 

 

 

 



指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 1．措置済み（平成 21 年 7 月 27 日） イ工事着工後における調査事項 

(ｱ) 施工監理に関する書類につ

いて 

・本工事の施工計画書を調査した

ところ、各工種の詳細な内容が記

されており全般的に良好である

と判断された。なお、施工体系図

における全ての下請業者の工期

が、本工事の工期である平成 22

年 3 月 31 日となっていたので、

各下請業者に合った工期にして

おくことが必要と思われる。 

・中間立坑部（円形）には、薬液

注入工法による地盤改良工事が

行われている。薬液の注入範囲

は、実質的に円形に沿った範囲

（網掛部）となるよう施工されて

いたが、施工計画書における範囲

図は設計図通りの斜線で示す範

囲となっていた。施工計画書で

は、より実質的な範囲を示す必要

があることから、修正された施工

計画書の提出を求めておくこと。 

 

 

施工体系図に記載している下請業者の施工工期を実状に即した工期にて

修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

地盤改良施工図についても実際の施工に即した図面に修正しました。 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

 
 

措置状況 1．措置済み（平成 21年 12 月 25 日） (ｲ)使用材料承諾及び試験・検査

等に関係する書類について 

提出された使用材料承諾願の各

材料の形状寸法、品質、強度等の

結果については、材料検査、ﾐﾙｼｰ

ﾄ等の結果から見る限り、特に問

題となるものは見られなかった。

なお、生ｺﾝｸﾘｰﾄの水ｾﾒﾝﾄ比のうち

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄのものは 55%以下にな

っている。提出されていた配合設

計のものは、ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度

が 24N/ｍ㎡のもので、水ｾﾒﾝﾄ比は

丁度 55%となるものであった。今

後の工事で提出される生ｺﾝｸﾘｰﾄ

の配合については、常に水ｾﾒﾝﾄ比

の値に余裕がないと思われるの

で点検をしておくこと。 

 

使用するコンクリートについては、配合報告書にて事前に確認しており

ますが、品質確保がより重要となる人孔築造時には強度試験を実施し、

品質の確認をしました。 



指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

措置状況 1．措置済み（平成 21 年 7 月 27 日） (2)施工状況調査について 

ア現場施工について  

腹起し部材を点検し、鋼矢板に設置しているブラケットの点検や、溶接状

況を調査確認しました。 

・両側発進立坑の内部に、ﾋｭｰﾑ

管を吊り上げる電動ﾎｲｽﾄ(2.8t

吊)が 2段目の腹起し部に設置さ

れていた。この腹起し部材は、

電動ﾎｲｽﾄの荷重を受け持つこと

になっていないと思われるの

で、腹起しの部材応力を点検す

るとともに、鋼矢板に設置して

いるﾌﾞﾗｹｯﾄの強度点検や溶接の

状態について調査しておくこ

と。 

電動ホイストについては安全性を考慮し使用せずに施工することとしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 
・立坑工事の内、最も東側に位

置する発進到達立坑について

は、既に道路地盤面より下部の

工事が完了し路面覆工板が敷設

されていた。今後は、外環状線

道路内にある府の流域下水道管

へ接続するため、刃口推進工法

(φ1,350mm)による施工が予定

されているが、施工にあたって

は刃口推進先端部で人力による

掘進がなされることになり、余

掘りを極力抑え、刃口の安定を

十分に保ちながら安全に施工す

るよう心掛けること。 

幹線道路での施工となるので業者指導を徹底し、刃口推進部の余掘りは、

極力抑えて施工する旨の計画書を追加いたしました。また、実施工時には

刃口の余掘りを確認しながら施工するよう業者指導しました。 

指摘事項 講じた措置又は経過の報告 

 
 

措置状況 1．措置済み（平成 21 年 ７月 10 日） イ安全管理状況等について 

両側発進立坑の内部を調査した

ところ、立坑内への換気用送風

ﾉｽﾞﾙが立坑の約 1/2 の深さのと

ころまでしか設置されていなか

った。立坑内の溶接作業の関係

による処置とのことであるが、

常に新鮮な空気を送風し立坑内

の現場作業員の安全確保を図る

必要から、溶接作業が終わり次

第送風ﾉｽﾞﾙを下げて最深部まで

新鮮な空気が到達するように現

場確認を行うこと。 

立坑の最深部まで、送風ノズルを下げた事を確認しました。 


